
令和４年６⽉１５⽇ 
関係者各位 

社会福祉法⼈ ウエルガーデン 
 

⾯会の⼀部緩和について 

  
３⽉２２⽇よりまん延防⽌等重点措置が解除となりましたが、感染者数が⾼⽌まりして

いるため東京都でもリバウンド防⽌期間を継続してきました。これらを参考にウエルガー
デンでは１か⽉単位で検討を重ね、６⽉２１⽇までオンライン⾯会のみでお願いしてきた
ところであります。ゴールデンウイーク以前に⽐べゴールデンウイーク以降は感染者数も
減少傾向にあるため、東京都でもリバウンド防⽌期間の延⻑は⾏わないことが決定したと
ころです。 

ウエルガーデンとしましては、まだまだ⼼配なところはありますが、社会がウイズコロ
ナに向け対応していくこと、またご利⽤者・ご関係者の皆様の⼼境もお察しし、感染予防
対策に配慮しながら６⽉２２⽇より条件付きの対⾯⾯会を再開致します。但し、⾯会者か
らの感染などが⽣じると、再び⾯会⾃粛をお願いすることを検討しなくてはなりませんの
で、くれぐれも下記の留意事項を遵守しご⾯会頂きますようお願い申し上げます。 
 

記 
「留意事項」 
①⾯会は事前予約をして当⾯は２名まで２０分以内でお願いします。 

（⾯会時間は、午前１０時〜午後４時３０分の間でお願いします。） 
②⾐類の⼊れ替え以外は当⾯居室への⽴ち⼊りは禁⽌させて頂きますので、⾯会場所は当

⽅が指定する場所でお願いします。但し、⾐類の⼊れ替えで居室への⽴ち⼊りをご希望さ
れる場合、ご⼊居者はその間居室から退出して頂きますので必ず職員に声を掛けて下さ
い。 

③⾯会中の飲⾷は固くお断りいたします。 
④⾯会前に必ず検温と⼿指消毒をお願いします。 
⑤⾯会は衝⽴越しとさせて頂きますが、必ずマスクとフェイスシールドを着⽤して下さい。 
 
 暫くはご不⾃由をお掛けしますが、ご⼊居者の安全のためご理解とご協⼒をお願い申し
上げます。 
 

以上 


